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【通所介護別紙】 

                                

１．  当事業所の通常の営業時間（延長可能） 

月・火・水・木・金・土 ※祝日は営業を行う 

（正月休みは年度毎別途定める） 
８時００分～１６時３０分 

      緊急連絡先  ０８５９－３７－５２２０ 

 

２．当事業所の職員体制                          

  常  勤 資   格 備   考 

管理者 １名 介護福祉士 生活相談員を兼務 

生活相談員 ２名 介護福祉士 介護職員を兼務 

機能訓練指導員 １名 理学療法士  

看護・介護職員等 

１名以上 看護師・准看護師 内１名介護職員を兼務 

４名以上 
介護福祉士 

初任者研修修了者等       

 

１名以上 栄養士  

 

３． 当事業所の設備の概要 

定 員 ３０名（介護予防通所介護含む） 静養室          ２室２床 

食堂兼機能訓練室 １室 １６１．３８㎡ 相談室 １室 

浴 室 

大浴槽が1箇所と個別浴槽が２箇

所あります。 

送迎車 ５台 

  

 

４．利用料金 

【基本料金 １割負担】 

 介護保険適用時の１日あたりの自己負担額 

３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

５時間未満 

５時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

７時間未満 

７時間以上 

８時間未満 

８時間以上 

９時間未満 

要介護１ ３７０ ３８８ ５７０ ５８４ ６５８ ６６９ 

要介護２ ４２３ ４４４ ６７３ ６８９ ７７７ ７９１ 

要介護３ ４７９ ５０２ ７７７ ７９６ ９００ ９１５ 

要介護４ ５３３ ５６０ ８８０ ９０１ １，０２３ １，０４１ 

要介護５ ５８８ ６１７ ９８４ １，００８ １，１４８ １，１６８ 

※  ９時間以上１０時間未満延長加算 ５０円   １０時間以上１１時間未満延長加算 １００円 
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１１時間以上１２時間未満延長加算 １５０円  １２時間以上１３時間未満延長加算 ２００円 

１３時間以上１４時間未満延長加算 ２５０円 

【基本料金 ２割負担】 

 介護保険適用時の１日あたりの自己負担額 

３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

５時間未満 

５時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

７時間未満 

７時間以上 

８時間未満 

８時間以上 

９時間未満 

要介護 1 ７４０ ７７６ １，１４０ １，１６８ １，３１６ １，３３８ 

要介護２ ８４６ ８８８ １，３４６ １，３７８ １，５５４ １，５８２ 

要介護３ ９５８ １，００４ １，５５４ １，５９２ １，８００ １，８３０ 

要介護４ １，０６６ １，１２０ １，７６０ １，８０２ ２，０４６ ２，０８２ 

要介護５ １，１７６ １，２３４ １，９６８ ２，０１６ ２，２９６ ２，３３６ 

※  ９時間以上１０時間未満延長加算 １００円  １０時間以上１１時間未満延長加算 ２００円 

１１時間以上１２時間未満延長加算 ３００円  １２時間以上１３時間未満延長加算 ４００円 

１３時間以上１４時間未満延長加算 ５００円 

【基本料金 ３割負担】 

 介護保険適用時の１日あたりの自己負担額 

３時間以上 

４時間未満 

４時間以上 

５時間未満 

５時間以上 

６時間未満 

６時間以上 

７時間未満 

７時間以上 

８時間未満 

８時間以上 

９時間未満 

要介護１ １，１１０ １，１６４ １，７１０ １，７５２ １，９７４ ２，００７ 

要介護２ １，２６９ １，３３２ ２，０１９ ２，０６７ ２，３３１ ２，３７３ 

要介護３ １，４３７ １，５０６ ２，３３１ ２，３３８ ２，７００ ２，７４５ 

要介護４ １，５９９ １，６８０ ２，６４０ ２，７０３ ３，０３９ ３，１２３ 

要介護５ １，７６４ １，８５１ ２，９５２ ３，０２４ ３，４４４ ３，５０４ 

※  ９時間以上１０時間未満延長加算 １５０円  １０時間以上１１時間未満延長加算 ３００円 

１１時間以上１２時間未満延長加算 ４５０円  １２時間以上１３時間未満延長加算 ６００円 

１３時間以上１４時間未満延長加算 ７５０円 
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〖各種加算料金〗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ その他に、おむつ代、レクリエーション等に係る費用等は自己負担となります。 

※ 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により保険給付金が直接事業者に支払われない場合がありま

す。その場合は、一旦１日あたりの利用料金をいただき、サービス提供証明書を発行いたします。 

※ サービス提供証明書を後日市町村の介護保険担当窓口に提出しますと、差額の払い戻しを受ける 

ことができます。 

※ 利用料金及び加算料金（食事材料費等を除く）については、ご利用者の介護保険負担割合証に応じた額

（１割・２割・３割）の支払いになります。 

 

５． キャンセル規定 

利用者様のご都合でサービスを中止する場合、前営業日の午後５時までに連絡をお願い致します。 

   ※ 食事代などのキャンセル料が発生する場合があります。 

 

６． その他費用手数料について 

   利用料金について口座振替が出来なかった場合には、次月に請求書にて振替手数料の負担を頂きます。 

   振替手数料負担額  郵便局 １０円  銀行 ５５円  ＪＡ ２２円 

 

７． 健康上の理由による中止 

  ①  風邪、病気の際は、サービスの提供をお断りすることがあります。 

  ②  当日の健康チェックの結果体調が悪い場合、サービス内容の変更又は中止を行うことがあります。その

場合、御家族に連絡の上、適切に対応します。 

  ③  ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その場合、ご家族に連絡の上、

適切に対応します。また、必要に応じて速やかに主治の医師又は歯科医師に連絡を取る等、必要な措置

を講じます。サービスを中止した場合、同月内であれば、ご希望日に振り返ることができます。ただし、

定員数分の予約が入っている日には振り替えできませんのでご了承ください。 

 

８． 相談、要望、苦情等の窓口 

  通所介護に関する相談、要望、苦情等は、管理者又は生活相談員等までお申し出ください。 

項    目 １割負担 ２割負担 ３割負担 算定要件等 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 

５６円 

２０円 

１１２円 

４０円 

１６８円 

６０円 

１日につき  

１ヶ月につき 

入浴介助加算（Ⅰ） 

入浴介助加算（Ⅱ） 

４０円 

５５円 

８０円 

１１０円 

１２０円 

１６５円 

１日につき  

１日につき 

科学的介護推進体制加算 ４０円 ８０円 １２０円 １ヶ月につき  

通所介護同一建物減算 －９４円 －１８８円 －２８２円 １日につき 

通所介護送迎減算 －４７円 －９４円 －１４１円 片道につき   

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） １８円 ３６円 ５４円 １回につき 

食事材料費等（おやつ代含む） （食事１回分につき）８００円 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ （基本料金+各種加算減算料金）×９.２％ 
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 ☆ 相談窓口☆ 

 ① 当事業所の相談、要望、苦情等の受付窓口 

   管 理 者  勝中小百合 

   電 話 番 号  ０８５９－３７－５２２０  

   Ｆ  Ａ  Ｘ    ０８５９－３７－５２４５ 

   受 付 時 間  ８：３０～１７：３０ 

 ② 医療法人社団 日翔会の相談、要望、苦情の受付窓口 

    医療法人社団 日翔会  総合相談室 

   電 話 番 号  ０８５９－７２－０４１０  

      Ｆ  Ａ  Ｘ    ０８５９－７２－１７８４ 

   受 付 時 間  ８：３０～１７：３０    

 ※①②については、緊急の場合は受付時間外でも対応いたします。 

 

９．第三者評価の実施状況 

実 施 の 有 無 無 

実施した直近の年月日  

実 施 し た 評 価  

評 価 機 関 の 名 称  

評価結果の開示状況  

 

 

附則 

  １. 平成１７年１０月 １日 施行        ２４. 平成２７年 ４月 １日 変更 

  ２. 平成１８年 ３月 １日 変更        ２５. 平成２７年 ７月 １日 変更 

  ３. 平成１８年 ４月 １日 変更        ２６. 平成２７年 ８月 １日 変更 

  ４. 平成１８年 ５月 １日 変更        ２７. 平成２８年 ４月 １日 変更 

  ５. 平成１８年 ７月２１日 変更        ２８.  平成２９年 ４月２１日 変更 

６. 平成１８年１０月 ７日 変更        ２９. 平成３０年 １月 １日 変更 

７. 平成１９年 ２月２１日 変更        ３０. 平成３０年 ４月 １日 変更 

８. 平成１９年 ８月２１日 変更        ３１. 平成３０年 ４月１６日 変更 

９. 平成１９年１１月 １日 変更        ３２. 平成３０年 ９月 １日 変更 

１０. 平成２０年 ４月 ７日 変更        ３３. 平成３１年 ４月 １日 変更 

１１. 平成２０年 ９月 １日 変更        ３４. 令和 １年１０月 １日 変更 

１２. 平成２０年１２月２１日 変更        ３５.  令和 ２年 ３月１６日 変更 

１３. 平成２１年 ４月 １日 変更        ３６. 令和 ２年 ４月 １日 変更 

１４. 平成２１年１２月 １日 変更        ３７. 令和 ２年 ７月 １日 変更 

１５. 平成２２年１１月 １日 変更        ３８. 令和 ３年 ４月 １日 変更 

１６. 平成２４年 ４月 １日 変更        ３９. 令和 ３年 ７月 １日 変更 
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１７. 平成２４年 ９月 １日 変更        ４０. 令和 ４年 ４月 １日 変更 

１８. 平成２４年１１月 １日 変更        ４１. 令和 ４年１０月 １日 変更 

１９. 平成２５年 １月 １日 変更        ４２. 令和 ６年 ４月 １日 変更 

２０. 平成２５年 ６月 １日 変更        ４３. 令和 ６年 ６月 １日 変更 

２１. 平成２５年 ６月２１日 変更        ４４. 令和 ６年１２月１６日 変更 

２２. 平成２５年 ９月 １日 変更        ４５. 令和 ８年 １月 １日 変更 

２３. 平成２６年 ４月 １日 変更 


